
（１）　（公財）新潟県文化振興財団

市町村、
文化施設

公益法
人等

文化団
体等

○ ○ ○

県内の地方公共団体、文化団体や各種団
体等が県内で行う自主企画による文化事
業で、県民の文化に対する関心を高め、
日常の文化活動を活発にすることに寄与
する事業。

地方公共団
体、公益法
人、文化団体
等

助成対象経費の
1/3で、10万円
以上、100万円
以下

※ただし、助成
対象経費から収
入を控除した額
を上限とする。

2月上旬～中旬

× × ○

県内の文化団体が国の主催する国民文化
祭に出演し、文化の発信と交流を図ると
ともに、当県の芸術文化の発展に寄与す
る活動。

文化団体
交通費の一部を
一定額助成

8月上旬～中旬

○ 文化振興に関する支援事業一覧　（2015年3月現在）

県文化振興財団ま
たは、各市町村

文化活動支援助成金
（県民活動推進事
業）

文化活動支援助成金
（国民文化祭参加事
業）

事業名 実施主体 助成額

支援の対象となる者

手続き事業内容または対象となる事業 問い合わせ先

（公財）新潟県文化振興財団
http://www.niigata-bunka.jp/ncf

募集時期等

【注意事項】

（１）　この情報は、現在把握している内容を掲載したものであり、事業によっては内容等が変更されている場合があります。
（２）　募集時期は事業によって異なるほか、年度ごとに異なる場合もあります。当年度の申請期間が終了している事業もありますので、リンク先のホームページなどで内容を十分にご
確認ください。
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（２）県内各財団

市町村、
文化施設

公益法
人等

文化団
体等

× × ○

芸術の創造、又は文化水準の向上を図る
ための事業で、団体構成員に限らず広く
市民の参加を得て行わる次の事業など
○活動成果発表の事業
○芸術家や団体を招いて鑑賞する事業
○文化講演会

新潟市内に在
住する個人、
又は構成員が
主に新潟市民
の団体

対象経費の1/2
以内（１事業に
つき上限20 万
円、下限5万
円）

財団へ直接申請
上期：2/1～2/15
下期：8/1～8/15

（公財）新潟市芸術文化振興財団
http://www.mmjp.or.jp/nc-acpf/

× × ○

[市民企画公募型事業]
　市民が自主的に企画した事業を財団の
自主事業として実施

［市民芸術文化活動助成事業］
・成果発表事業
・芸術鑑賞事業
・指導者招聘事業

長岡市民を構
成員に含む団
体で、主な活
動の場が長岡
市内である団
体、または、
長岡市に在
住、在勤、在
学する個人。

[市民企画]
選定された事業
の実施に係る経
費は、財団が負
担

[助成事業]
対象経費の1/2
以内（１事業に
つき上限20万
円）

財団へ直接申請

〔市民企画公募型
事業〕
4/1～9/30

〔市民芸術文化活
動助成事業〕
全期：1/5～1/31
下期：7/1～7/31

（公財）長岡市芸術文化振興財団
http://www.nagaoka-caf.or.jp/

（公財）長岡市芸術
文化振興財団

（公財）新潟市芸術
文化振興財団

助成額 手続き 募集時期等 問い合わせ先財団名

支援の対象となる者

事業内容または対象となる事業 実施主体
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(３) 国（文化庁）

市町村、
文化施設

公益法
人等

文化団
体等

○ × ×
東京国立近代美術館フィルムセンター所
蔵の映画フィルムを貸出

公立文化施設
（設置者・管
理者である地
方公共団体）

地元は、会場使
用料等を負担

県（文化振興課）
を経由

1月～2月

○ ○ ×
文化拠点である劇場・音楽堂等が行う、
実演芸術の創造発信や人材の養成、普及
啓発事業

地方公共団
体、公立文化
会館、公益法
人等の運営す
る文化施設、
要件を満たす
団体等

対象経費の1/2
以内

文化庁へ直接申請 11月～12月

× × ○
文化庁が、海外で実地研修する芸術家
に、渡航費、滞在費を支給する制度

美術・音楽・
舞踊等の芸術
家など

海外研修制度：
1年派遣～3年派
遣等（分野で条
件が異なる）

文化庁に直接申請
もしくは関係団体
を経由

6月～8月

○ ○ ○
外国人芸術家を招聘して行う滞在型の芸
術創造支援プログラム等

地方公共団
体、公益法人
等

500～800万円 文化庁へ直接申請 2月～3月

○ × ×
文化芸術による地域活性化、地域文化の
国際発信、文化芸術によるインバウンド
の増加を推進する事業

地方公共団体
対象経費の1/2以

内
文化庁へ直接申請 11月～12月

募集時期等事業内容または対象となる事業事業名

文化芸術による地域
活性化・国際発信推
進事業（H27年度～）

優秀映画鑑賞推進事
業

新進芸術家海外研修
制度

文化芸術の海外発信
拠点形成事業（アー
ティスト・イン・レ
ジデンス事業）

劇場・音楽堂等活性
化事業（H25年度～）

支援の対象となる者

実施主体 助成額 問い合わせ先手続き

国（文化庁）
http://www.bunka.go.jp/index.html
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（４）（一財）地域創造　①

市町村、
文化施設

公益法
人等

文化団
体等

創造プログ
ラム

○ ○ ×

地域の活性化に寄与する長期的展望を有
し、発展的・継続的に事業を実施するう
えで他の地域の参考となるような顕著な
工夫が認められる公演、展覧会事業

対象経費から入
場料等収入を控
除した額の1/2
以内（上限
1,000万円）

連携プログ
ラム

○ ○ ×

3以上の地方公共団体等が連携して、共同
で制作する公演、展覧会のうち、「地域
交流プログラム」を伴う事業

対象経費から入
場料等収入を控
除した額の2/3
以内
（上限500万
円）

研修プログ
ラム

○ ○ ×

立文化施設等の企画・運営に携わる者及
び「地域文化コーディネーター」などの
スキルの向上、ノウハウの習得などを目
指す実践的な人材育成事業

対象経費から参
加料等収入を控
除した額の2/3
以内
（上限200万
円）

公立文化施
設活性化計
画プログラ
ム

○ ○ ×

地域において果たすべき公立文化施設の
役割と、それを実現するための方策を登
載した計画を策定する事業

対象経費の2/3
以内
（上限200万
円）

映像記録保
存事業

○ × ×

各地域の失われつつあり、かつ、記録の
少ない地域固有の伝統芸能等（祭り、伝
説、神話、民話、伝統芸能、伝統技能、
習俗等）を映像に記録・保存する事業

市区町村

対象経費の2/3
以内
（上限200万
円）

県（文化行政課）
を経由

8月～9月

地域伝統芸
能継承者
（青少年
等）育成事
業

○ × ×

継続的に継承者を育成している地域固有
の伝統芸能等（祭り、伝説、神話、民
話、伝統芸能、伝統技能、習俗等）の継
承者（青少年等）が公立文化施設等で成
果を発表する公演事業

地方公共団体
や公益法人、
公立施設の管
理を行うもの
等

対象経費の2/3
以内（上限100
万円）

県（文化行政課）
を経由

8月～9月

地域伝統
芸能等保
存事業

支援の対象となる者

（一財）地域創造
http://www.jafra.or.jp/

問い合わせ先

地方公共団体
や公益法人、
公立施設の管
理を行うもの
等

手続き実施主体

8月～9月

助成額

県（文化振興課）
を経由

募集時期等

地域の文
化・芸術
活動助成
事業

事業名 事業内容または対象となる事業
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○ ○ ×

音楽や演劇またはダンスの分野の公演
や、地域との交流を図るプログラム
（ワークショップ等）、または企画・制
作能力を高める活動

地方公共団体
や公益法人、
公立施設の管
理を行うもの
等

対象経費を地域
創造が負担

財団へ直接申請

8月～11月

（分野によって異
なる）

○ ○ ×

地域創造が開催するもので、公共ホー
ル、劇場等のスタッフ、公立美術館等職
員及び地方公共団体の関係者を対象とし
た研修・交流事業（セミナーやシンポジ
ウム等）

公共ホール、
劇場等のス
タッフ、公立
美術館等職員
及び地方公共
団体の関係者

研修費用を地域
創造が負担

希望者が直接申込
（研修等によって

異なる）

○ ○ ×
邦楽分野による交流プログラムや研修会
等

地方公共団
体、公益法人
等

演奏家にかかる
経費負担等

県（文化振興課）
を経由

7月～9月

○ × ×
複数の市町村美術館による、地域創造が
企画提示する公立美術館の所蔵作品を活
用した共同巡回展

市町村立美術
館

市町村立美術館
が支出する直接
経費等

8月～10月

公立美術館
共同巡回展
開催助成事
業

○ × ×

3館以上の公立美術館の自主的な企画・制
作により、各美術館を会場として開催さ
れる、公立美術館のコレクションを活用
した共同巡回展

対象経費の2/3
を助成
作品借用・展
示：上限500万
円
図録作成：上限
300万円

公立美術館
共同地域交
流プログラ
ム助成事業

○ × ×
2館以上の公立美術館が共同で企画・実施
する、公立美術館のコレクションをテー
マとした地域交流プログラム

上限100万円

公立美術館
共同巡回展
企画支援事
業

○ × ×
自主的な共同巡回展の実現に向けた取組
（企画検討作業）

上限100万円

○ × ×
3館以上の公立美術館の自主的な企画・制
作により、各美術館を会場として実施さ
れる共同巡回展事業

公立美術館が支
出する直接経費
等

2月～5月

公共ホール活性化等
事業

財団へ直接申請

地方公共団体
等が管理運営
する公立美術
館

研修交流事業

市町村美術館活性化
事業

公立美術
館活性化
事業
（H27年
度～）

公立美術館巡回展支
援事業（2ヶ年助成）

（一財）地域創造
http://www.jafra.or.jp/

10月～2月

邦楽地域活性化事業

（４）（一財）地域創造　②
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（５）独立行政法人　日本芸術文化振興会

市町村、
文化施設

公益法
人等

文化団
体等

○ ○ ×
地域性を生かした特色ある活動、記念的
な活動、地域の住民が多様な芸術文化に
親しむ環境の醸成に資する特別な活動等

文化施設の設
置者・管理者
である地方公
共団体・公益
法人等

× × ○

自ら主催し、出演（出品）、経費の負担
を行い、国内において実施する活動で、
日頃の文化活動の成果を全ての地域住民
等を対象に広く公開する活動

アマチュア文
化団体等

○ ○ ○

城下町、門前町、宿場町等の歴史と伝統
をもった集落・町並み、文化的景観の保
存・活用を図り、地域の文化の振興に寄
与する活動

地方公共団
体、公益法
人・NPO法人
等、要件を満
たす文化的景
観等の保存・
活用団体

○ ○ ○

全国各地域に伝承されている伝統的な民
俗芸能や祭り・年中行事等の民俗文化財
の保存活用を図り、地域の文化の振興に
資する活動。

地方公共団
体、公益法
人・ＮＰＯ法
人等、要件を
満たす民俗文
化財の保存・
伝承団体

× ○ ○
伝統工芸技術・文化財保存技術の保存・
伝承や伝統工芸技術の復元等、我が国の
文化財の保存伝承等に資する活動

公益法人・Ｎ
ＰＯ法人等、
要件を満たす
伝統工芸技
術・文化財保
存技術の保
存・伝承団体

助成対象経費の
範囲内、かつ自
己負担金と同額
以下の額

事業名

地域文化施設公演・
展示活動

アマチュア等の文化
団体活動

歴史的集落・町並
み・文化的景観保存
活用活動

民俗文化財の保存活
用活動

伝統工芸技術・文化
財保存技術の保存伝
承等活動

県（文化振興課）
を経由

助成額 手続き

10月～11月

独立行政法人　日本芸術文化振興
会

http://www.ntj.jac.go.jp/

問い合わせ先

助成対象経費の
1/2以内、かつ
自己負担金と同
額以下の額

支援の対象となる者

事業内容または対象となる事業 実施主体 募集時期等
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（６）（一財）自治総合センター

市町村、
文化施設

公益法
人等

文化団
体等

コミュニ
ティ助成
事業

地域の芸術
環境づくり
助成事業

○ × ×

自ら企画・制作する音楽、演劇、ダン
ス、古典芸能、美術分野などの文化・芸
術事業のうち、「地域交流プログラム」
を伴うソフト事業

地方公共団体
や公益法人、
公立施設の管
理を行うもの
等

入場料等を控除
した額の2/3以
内
（上限500万
円）

県（文化振興課）
を経由

9月～11月

宝くじ文化
公演

○ × ×
オーケストラ、演劇、文化講演会等の文
化事業

市町村（２自
治体１組で実
施することが
条件）

宝くじふるさ
とワクワク劇
場

○ × × 漫才、コント等の公演

宝くじまちの
音楽会

○ × × 一流アーティストの公演

宝くじおしゃ
べり館

○ × ×
一流アーティストの演奏と出演者による
楽しいおしゃべりがある公演

宝くじ文
化公演事
業

事業名 問い合わせ先

市町村

出演料等をセン
ターが負担。

県（文化振興課）
を経由

8月～9月

（一財）自治総合センター
http://www.jichi-sogo.jp/

支援の対象となる者

事業内容または対象となる事業 実施主体 助成額 手続き 募集時期等
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（７）（公財）三井住友海上文化財団

市町村、
文化施設

公益法
人等

文化団
体等

× × ○
音楽または郷土芸能の分野で、地域にお
ける文化の振興を目的として行う有意義
な国際交流活動

アマチュア文
化団体

一律５０万円 10月～11月

○ × ×
財団の手配する演奏家による出張コン
サート

市町村
出演料等をセン
ターが負担

9月～10月

（８）　（公財）明治安田クオリティオブライフ文化財団

市町村、
文化施設

公益法
人等

文化団
体等

× × ○
国際的音楽家を目指して研鑽中の若手音
楽家の海外、特に欧米への留学費用を助
成

原則として音
楽大学卒業
（予定）者お
よび大学院在
籍者・修了
（予定）者
（対象の専攻
部門は声楽、
器楽）

年額200万円、
期間は原則2年
間

財団へ直接申請
※２名の推薦者が
必要

1月～4月

× × ○

・地域の民俗芸能（民俗行事・民俗音楽
を含む）への助成
・地域の民俗技術（伝統的製作技術・衣
食住に関わる生活技術・伝統工芸を含
む）への助成

「民俗芸能」
ならびに「民
俗技術」の継
承、特に後継
者育成のため
の諸活動に努
力をしている
個人または団
体

・地域の民俗芸
能：１件あたり
70万円以内
・地域の伝統的
生活技術：１件
あたり40万円以
内

県（文化行政課）
を経由

1月
※応募締切

（９）（一財）冲永文化振興財団

市町村、
文化施設

公益法
人等

文化団
体等

× × ○

・わが国各地に所在する芸術文化団体が、自ら
主催し、あるいは他の組織・団体と共催し、又
は他の団体を招聘して実施する、伝統民俗芸能
公演又は公開事業
・わが国各地に所在する芸術文化団体等（個人
又はグループを含む）が実施する伝統民俗芸能
の保存伝習事業

芸術文化団体
内容等を勘案し
て決定

県（文化行政課）
を経由

11月～3月
（一財）冲永文化振興財団
http://o-bunka.t-zaidan.jp/

（公財）明治安田クオリティオブライ
フ文化財団
http://www.meijiyasuda-qol-
bunka.or.jp/index.html

募集時期等

地域文化活動事業助
成

手続き

事業名

文化の国際交流活動
に対する助成

音楽分野

地域の伝統文化分野

事業名

地域住民のためのコ
ンサート

（公財）三井住友海上文化財団
http://ms-ins-bunkazaidan.or.jp/

問い合わせ先

問い合わせ先

問い合わせ先募集時期等実施主体 助成額 手続き

事業名
支援の対象となる者

事業内容または対象となる事業 実施主体 助成額

支援の対象となる者

事業内容または対象となる事業 実施主体

支援の対象となる者
事業内容または対象となる事業

助成額 手続き 募集時期等

県（文化振興課）
を経由
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（１０）　（公財）アサヒグループ芸術文化財団

市町村、
文化施設

公益法
人等

文化団
体等

○ ○ ○
美術、音楽、舞台芸術の３部門における
個人及び芸術団体の優れた意義を有する
芸術活動ならびに国際交流事業

優れた芸術活
動及び、これ
を推進する団
体機関
（主催者や出
演者等の国籍
は問わない
が、実施場所
は日本国内を
中心とするも
の）

１件あたり100
万円を基準

（具体的には内
容等を勘案して

決定）

財団へ直接申請
10月

※応募締切

（公財）アサヒグループ芸術文化財
団　http://www.asahigroup-
foundation.com/art/index.html

（１１）　（公財）朝日新聞文化財団

市町村、
文化施設

公益法
人等

文化団
体等

× ○ ○
出演、出品者がプロ、あるいはプロを目
指す芸術家の事業（音楽・美術分野）

公益法人、非
営利団体、そ
れに準じる任
意団体、個人

1件あたり10万
円～100万円程
度

12月
※応募締切

× × ○

美術・工芸品等の文化財、史跡・考古資
料等の歴史遺産の保存・修復・公開活
用、これらの環境保全等に関わる事業や
活動

非営利法人ま
たはそれに準
じる任意団体

1件あたり、数
十万円～数百万
円

6月
※応募締切

事業内容または対象となる事業 実施主体事業名
支援の対象となる者

手続き

問い合わせ先助成額 手続き 募集時期等

美術、音楽、舞台芸
術への助成

事業名
支援の対象となる者

事業内容または対象となる事業 実施主体 助成額 募集時期等 問い合わせ先

芸術活動への助成

財団へ直接申請

（公財）朝日新聞文化財団
http://www.asahizaidan.or.jp/index.

html

文化財保護への助成
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（１２）　（公財）アフィニス文化財団

市町村、
文化施設

公益法
人等

文化団
体等

× △※ △※

音楽文化の担い手としてのプロ・オーケ
ストラが主催する、わが国ならびに各楽
団が活動の重点を置いている地域にとっ
て意義がある企画

一企画あたり
500万円まで

× △※ △※
楽団としての成長、発展を目指して企画
された意欲的な公演

一企画あたり50
万円まで

× △※ △※

・当財団が定める、助成対象オーケスト
ラ所属の楽団員が出演者の過半数を占め
ること
・出演者の主催による室内楽公演（いわ
ゆる自主公演）であること
・出演者3名以上のアンサンブル編成（ト
リオ以上）による室内楽公演

一企画あたり一
律15万円（税
抜）

随時募集
（応募締切は公演
の3ヶ月以上前）

× △ △

・楽団員の海外での研修（1年間または
6ヶ月）に対して助成
・海外研修員の所属楽団に対する助成

当財団の助成
対象オーケス
トラ

【楽団員】
1年 300万円
（6ヶ月 150万
円）

【所属楽団】
1年 50万円
（6ヶ月 25万
円）

11月
※応募締切

※　支援の対象となる者は、国内のプロのオーケストラに限定。

問い合わせ先

アフィニス　エンブ
レム

国内のプロの
オーケストラ

財団へ直接申請

11月
※応募締切

事業名 実施主体 手続き 募集時期等
支援の対象となる者

事業内容または対象となる事業 助成額

（公財）アフィニス文化財団
http://www.affinis.or.jp/index.html

アフィニス　エチ
ケット

アフィニス・アンサ
ンブル・セレクショ
ン

海外研修助成
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（１３）　（公財）花王芸術・科学財団

市町村、
文化施設

公益法
人等

文化団
体等

○ ○ ○

・日本の美術館・博物館もしくは、団体
が企画、開催する絵画・版画・彫刻等の
展覧会で企画性に富み、社会的に価値の
高いもの。
・高度の芸術水準を有し、純粋な芸術活
動であるために採算の取れにくい活動

日本の美術
館・博物館等

× △※ △※

・オーケストラ・オペラ・室内楽等の日
本のプロの音楽団体が主催する創造的な
音楽公演。（それに伴う音楽芸術の普及
及び育成も含む）
・高度の芸術水準を有し、純粋な芸術活
動であるために採算の取れにくい活動

日本のプロの
音楽団体

× × ○

1年間の、音楽を対象とする専門的研究活
動
※　純粋に研究にかかる費用が助成の対
象。研究中の生活費や機材購入費は対象
外。

個人

※　支援の対象となる者は、プロの音楽団体に限定。

（１４）　（公財）かけはし芸術文化振興財団

市町村、
文化施設

公益法
人等

文化団
体等

○ ○ ○

電子機器を活用した音楽活動に対する助
成
・公演活動助成
・講演会助成
・調査、研究助成
・機材助成
・国際交流助成

助成対象とな
る活動を行う
団体及び個人

1件あたり10万
～200万円程度
（規模、内容等
を勘案して、決

定）

× × ○
音楽系の学校等における電子楽器関連の
学科・コースに在籍する学生に対し、奨
学金を給付するもの

音楽系の学校
等おいて、特
に理論を含め
た電子機器の
演奏法の習得
を目指してい
る学生

月額10万円以内

募集時期等 支援者

音楽活動・国際交
流・研究等への助成

財団へ直接申請 10月～1月
（公財）かけはし芸術文化振興財団
http://www.roland.or.jp/index.html

奨学援助

事業名

支援の対象となる者

事業内容または対象となる事業 助成額 手続き

実施主体 助成額

実施主体

事業内容または対象となる事業

音楽の研究への助成

事業名
支援の対象となる者

手続き 募集時期等 問い合わせ先

美術展覧会への助成

1件あたりの限
度額は100万円
（内容等を勘案
して、個々に額

を決定）

財団へ直接申請 10月～11月

（公財）花王芸術・科学財団
http://www.kao-

foundation.or.jp/index.html
音楽公演への助成
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（１５）　（公財）鹿島美術財団

市町村、
文化施設

公益法
人等

文化団
体等

△※ △※ △※

（１）絵画等に関する調査研究
（２）美術史に関する調査研究
（３）美術館学（美術品の保存、修復、
維持等）に関する調査研究

平成25年度実
績：総額2,800
万円（55件）

9月
※応募締切。但
し、7月末に推薦
書を提出している
ことが前提。

△※ △※ △※ 美術の振興に寄与する研究成果の出版
平成25年度実
績：総額400万
円（6件）

5月
※応募締切

△※ △※ △※

（１）外国人研究者招致（海外の研究者
を国内に招致するための費用）

（２）海外派遣（国内の研究者を海外で
の短期調査研究に派遣するための費用）

（３）会議出席（海外での美術に関する
国際会議に出席するための費用）

（４）国際会議開催（国内での美術に関
する国際会議開催の費用）

平成25年度実
績：総額248万
円（4件）

随時

※　支援の対象は、所属の如何を問わず個人であり、機関・団体・法人は除く。

美術に関する調査研
究助成

美術に関する出版援
助

美術に関する国際交
流援助

問い合わせ先

美術研究者
（画家、彫刻
家、工芸家等
の作家は含ま
ない）、助成
対象となる研
究者の条件に
ついては「問
い合わせ先」
を参照。

財団へ直接申請

（公財）鹿島美術財団
http://www.kajima-
fa.or.jp/index.htm

事業名
支援の対象となる者

事業内容または対象となる事業 実施主体 助成額 手続き 募集時期等
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（１６）（公財）五島記念文化財団

市町村、
文化施設

公益法
人等

文化団
体等

○ ○ ○

わが国のオペラ団体等による国内公演
で、邦人原作作品または邦人創作作曲の
オペラ作品のうち、高度の芸術的水準を
有し、その活動に経済的支援を要するも
の。

国内のオペラ
団体等

1団体、50～100
万円とし、総額
500万円を予定

財団へ直接申請 7月～9月
（公財）五島記念文化財団
http://www.gotoh-mf.or.jp/

（１７）（公財）住友財団

市町村、
文化施設

公益法
人等

文化団
体等

× × ○

日本国内に所在する、芸術的、学術的に
価値のある、後世に継承すべき美術工芸
品（絵画、彫刻、工芸品、書籍、典籍、
古文書、歴史資料、考古資料）の維持・
修復作業

文化財所有者
助成金の総額
7,000万円程度
(助成件数の目
処　40件程度）

財団へ直接申請
11月

※応募締切
（公財）住友財団

http://www.sumitomo.or.jp/

募集時期等

文化財維持・修復事
業助成

事業名 支援者実施主体 募集時期等
支援の対象となる者

事業内容または対象となる事業 助成額 手続き

オペラ公演の助成

支援の対象となる者
事業内容または対象となる事業 実施主体 助成額 手続き事業名 問い合わせ先
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（１８）　（公財）セゾン文化財団　

市町村、
文化施設

公益法
人等

文化団
体等

セゾン・
フェロー

× × ○
現代演劇・舞踊界での活躍が期待される
劇作家、演出家または振付家の創造活動
への助成

日本に活動の拠
点を置き、過去
に３作品以上の
公演実績がある
劇作家、演出家
または振付家個
人。

ジュニア・フェ
ロー（35歳以
下）とシニア・
フェロー（45歳
以下）の２区分
がある。

ジュニア・フェ
ロー：100万円/
年　2年間継続

シニア・フェ
ロー：250～300
万円/年　3年間
継続

8月～9月

サバティカ
ル

× × ○ 異文化交流を目的とした個人研修。

日本を拠点に
劇作、演出、
振付の専門家
として5年以上
の活動歴を有
し、1ヶ月以上
の海外渡航を
希望する個人

100万円を上限
に、渡航・滞在
費用の一部に対
し助成

創造環境整
備

○ ○ ○
現代演劇・舞踊界が現在抱えている問題
点を明らかにし、その創造的解決を目指
した事業。（公演は対象外）

企画の主体と
なる個人／団
体

国際プロ
ジェクト支
援

○ ○ ○

日本と海外のアーティスト間の協働事業
で、複数年継続して作業が進展していく
プロジェクトを優先。プロジェクトの準
備段階にあたる会議、シンポジウム、レ
クチャー、リサーチ、滞在制作、ワーク
ショップなどから、成果発表となる公演
まで、プロジェクトに関わる全ての段階
が対象。

事業のパート
ナーが日本と
海外双方で決
定しており、
申請時点で国
際交流事業の
実績を持つ個
人/団体

手続き 募集時期等事業内容または対象となる事業 実施主体 問い合わせ先助成額
支援の対象となる者

事業名

芸術家へ
の直接支
援

パート
ナーシッ
プ・プロ
グラム

8月～10月

（公財）セゾン文化財団
http://www.saison.or.jp/

企画予算の収支
差損を上限に、
企画経費の一部
に対して助成

財団へ直接申請

14／17

http://www.saison.or.jp/
http://www.saison.or.jp/


（１９）（公財）全国税理士共栄会文化財団

市町村、
文化施設

公益法
人等

文化団
体等

○ ○ ○

①音楽・舞踊・演劇等の芸術活動分野
②伝統芸能分野
③伝統工芸技術分野
④人材養成事業分野

対象となる活
動を行う個人
または団体

１件あたり上限
50万円

財団へ直接申請 6月～10月

（公財）全国税理士共栄会文化財団
http://www.zenzeikyo.com/cata.ht
ml

（２０）(公財)　日本室内楽振興財団

市町村、
文化施設

公益法
人等

文化団
体等

○ ○ ○

①各種室内楽の演奏活動（原則、２重奏
から９重奏で声楽は対象外）

②室内楽に関する調査研究、教育普及活
動

③芸術的水準が高く室内楽の振興、啓蒙
普及的意義のある活動（アマチュアは対
象外）

④その他、財団設立目的に適う活動

助成対象事業
を行う演奏者
（個人・団
体）、音楽
ホール、各種
事業体、各種
団体

助成対象経費の
1/3以内、かつ
自己負担額以下
の額（上限100
万円）

財団へ直接申請 9月～10月
(公財)日本室内楽振興財団
http://www.jcmf.or.jp/

（２１）　日本万国博覧会記念基金

市町村、
文化施設

公益法
人等

文化団
体等

× ○ ○

①　国際文化交流、国際親善に寄与する
活動
②　学術、教育、社会福祉、医療及び保
健衛生に関する国際的な活動
③　自然の保護その他人間環境の保全に
関する国際的な活動

100万円～1,000
万円の範囲内
で、対象事業費
の合計に対し
1/2以内の額

× ○ ○
①　日本の伝統文化の伝承及び振興活動
②　芸術及び地域文化に関する活動

対象事業経費の
1/2以内の額
（上限400万
円）か、対象事
業経費に応じた
定額（50万円～
100万円の範囲
内）

文化的活動

募集時期等 問い合わせ先
支援の対象となる者

（公財）関西・大阪２１世紀協会
http://www.osaka21.or.jp/jecfund/

事業名 実施主体 手続き

7月～9月

助成額

財団へ直接申請

問い合わせ先

室内楽への助成

事業名
支援の対象となる者

事業内容または対象となる事業

事業内容または対象となる事業

国際相互理解の促進
に資する活動

問い合わせ先事業名
支援の対象となる者

事業内容または対象となる事業

地域文化の活動に対
する活動

実施主体 助成額 手続き 募集時期等

国及び地方公
共団体を除く
公益的な事業
を実施する団
体
（法人格の有
無を問わず。
個人・営利法
人の申請不
可）

実施主体 助成額 手続き 募集時期等
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（２２）　（公財）　野村財団

市町村、
文化施設

公益法
人等

文化団
体等

○ ○ ○
○対象分野：美術・音楽
・若手芸術家の育成を目的とする活動
・芸術文化の国際交流を目的とする活動

助成対象とな
る活動を行う
団体または個
人

企画の規模、内
容等を勘案し
て、個々に額を
決定

財団へ直接申請
上期：10月～11月
下期：4月～5月

（公財）野村財団
http://www.nomurafoundation.or.jp/

category/culture

（２３）（公財）ポーラ伝統文化振興財団

市町村、
文化施設

公益法
人等

文化団
体等

○ ○ ○

伝統工芸技術、伝統芸能、民俗芸能及び
行事など、日本の無形の伝統文化財の記
録や研究、保存・伝承活動において、有
効な成果が期待できる事業

個人、団体
1件につき30～
200万円程度

財団へ直接申請 2月～3月

（公財）ポーラ伝統文化振興財団
http://www.polaculture.or.jp/index.
html

（２４）（公財）三菱ＵＦＪ信託地域文化財団

市町村、
文化施設

公益法
人等

文化団
体等

× × ○
地域で継続的に活動しているアマチュア
の音楽団体の公演

× × ○
地域で継続的に活動しているアマチュア
の演劇団体の公演

× × ○
各地の伝統芸能の伝承と保存、後継者の
育成を図るための公演

○ ○ ○
各地の美術館等が地域の人々に優れた美
術品の鑑賞の機会を提供する展示活動等

美術館、アマ
チュア文化団
体

問い合わせ先募集時期等助成額実施主体 手続き事業名

助成事業

支援の対象となる者
事業内容または対象となる事業

１件あたり20万
円～50万円程度

事業内容または対象となる事業 実施主体 手続き 問い合わせ先

演劇部門

伝統芸能部門

支援の対象となる者

（公財）三菱ＵＦＪ信託地域文化財
団

http://www.mut-
tiikibunkazaidan.or.jp/

音楽部門

美術展部門

アマチュア文
化団体

助成額

事業名
支援の対象となる者

事業内容または対象となる事業 募集時期等 問い合わせ先

芸術文化の助成

募集時期等

8月～11月財団へ直接申請

事業名

手続き実施主体 助成額
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（２５）（一財）ヤマハ音楽振興会

市町村、
文化施設

公益法
人等

文化団
体等

× ○ ○

自身の音楽による演奏活動や創作活動
で、創作活動で、地域の音楽文化向上に
貢献する音楽グループ、または団体（学
校を除く）

自ら演奏する
グループ・団
体（企画・制
作のみは不
可）

１件あたり上限
20万円

財団が指定するヤ
マハ楽器店を経由

10月
※応募締切

○ ○ ○

・音楽を科学的あるいは社会学的観点か
ら考察した研究活動
・個性的かつ創造性に富んだ研究活動
・音楽文化の向上に有益な、又は新しい
テーマを持った研究活動

対象となる研
究活動を行う
個人またはグ
ループ

１件あたり上限
100万円

9月
※応募締切

× × ○
優れた音楽能力を有し、将来音楽分野で
活躍が期待できる若手音楽への支援（13
歳以上20歳以下）

13歳以上20歳
以下の音楽
家・音楽学習
者

月額10万円（最
長3年間）

12月
※応募締切

× × ○
海外の教育機関に留学し、演奏家・作曲
家を目指す人への支援（18歳以上30歳以
下）

18歳以上30歳
以下で、演奏
家・作曲家を
目指す方

月額10万円（最
長3年間）

1月
※応募締切

（２６）　（公財）ローム　ミュージックファンデーション

市町村、
文化施設

公益法
人等

文化団
体等

○ ○ ○
・独奏、室内楽の公演
・オーケストラ、オペラの公演他

○ ○ ○
・音楽に関する研究
・研究の成果が公に発表されるものであ
ること

× × ○
音楽を専攻する学生に対する奨学金の給
付

国内外の教育
機関で音楽を
学ぶ者、ある
いは入学を予
定しているも
の（年齢不
問）

月額30万円以内

１件あたり250
万円以内（規
模、内容等を勘
案して決定）

音楽文化に理
解と関心を持
ち、音楽文化
の普及と発展
に貢献を希望
する個人また
は団体

留学奨学支援

事業名

音楽に関する公演他
への助成

音楽に関する研究へ
の助成

奨学援助

財団へ直接申請

支援の対象となる者

事業内容または対象となる事業

音楽奨学支援

事業名

支援の対象となる者

（公財）ローム　ミュージックファン
デーション
http://www.rohm.co.jp/rmf/index.ht
ml

10月
※応募締切

問い合わせ先

地域音楽活動支援

（一財）ヤマハ音楽振興会
http://www.yamaha-mf.or.jp/

研究活動支援

事業内容または対象となる事業 実施主体

実施主体 助成額 手続き

財団へ直接申請

助成額

募集時期等 支援者

手続き 募集時期等
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